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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験デバイス（１０１）の少なくとも１つの特性を決定するためのシステム（１００）
であって、
　　プラットフォーム上に設置される、音センサの第１のアレイ（１０２）、
　　音センサの各々が、前記プラットフォームから離れて、離間された固定位置に設置さ
れる、音センサの第２のアレイ（１０３）、及び
　　前記音センサの第１のアレイ内の音センサからの第１の情報と、前記音センサの第２
のアレイからの第２の情報とを処理するための処理システム（１０４）であって、前記第
１の情報と前記第２の情報とを複数の所定の点に対して収集し記憶し、フィルタされた第
１の情報を作成するために前記第１の情報を空間フィルタリングし、前記フィルタされた
第１の情報を前記第２の情報に基づいて処理し次いで較正し、選択された位置における特
性を取得するために、前記較正された第１の情報を更に処理するように構成される、処理
システム（１０４）
を備える、システム（１００）。
【請求項２】
　前記プラットフォームは、前記被験デバイス（１０１）に対する開始ポジションから前
記被験デバイスに対する終了ポジションまで可動であり、前記離間された固定位置は、前
記被験デバイスに対する位置であり、前記処理システム（１０４）は更に、前記音センサ
の第１のアレイが前記開始ポジションから前記終了ポジションまで移動するにつれて、前
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記第１の情報と前記第２の情報とを、複数の所定の点に対して収集し記憶するように構成
される、請求項１に記載のシステム（１００）。
【請求項３】
　前記プラットフォームは固定され、前記処理システムは、前記被験デバイスが前記開始
ポジションから前記終了ポジションまで移動するにつれて、前記第１の情報と前記第２の
情報とを収集し記憶するように構成される、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記処理システム（１０４）は更に、前記処理され較正された第１の情報から、ソース
位置情報を抽出するように構成される、請求項１から３のいずれか一項に記載のシステム
（１００）。
【請求項５】
　前記第１のアレイ（１０２）は適応開口アレイである、請求項１から４のいずれか一項
に記載のシステム（１００）。
【請求項６】
　前記第２のアレイ（１０３）は、前記第２のアレイ内の各音センサが、前記被験デバイ
スの近傍に位置する原点から等間隔で離間された、ポーラーアレイである、請求項２から
５のいずれか一項に記載のシステム（１００）。
【請求項７】
　被験デバイス（１０１）の少なくとも１つの特性を判断するための、コンピュータに実
装される方法であって、
　　プラットフォーム上に設置される、音センサの第１のアレイ（１０２）からの第１の
情報と、音センサの第２のアレイ（１０３）からの第２の情報とを、収集し記憶するステ
ップであって、前記第２のアレイ（１０３）の各々の音センサが、前記プラットフォーム
から離れて、離間された固定位置に設置され、前記第１の情報及び前記第２の情報は、複
数の所定の点に対して収集され記憶される、ステップ、
　　フィルタされた第１の情報を作成するために、前記第１の情報を空間フィルタリング
するステップ、
　　前記第２の情報に基づいて、前記フィルタされた第１の情報を処理し次いで較正する
ステップ、並びに
　　選択された位置における特性を取得するために、前記較正された第１の情報を更に処
理するステップ
を含む、方法。
【請求項８】
　前記プラットフォームは、前記被験デバイス（１０１）に対する開始ポジションから前
記被験デバイスに対する終了ポジションまで可動であり、前記離間された固定位置は前記
被験デバイスに対する位置であり、前記収集し記憶するステップは、前記音センサの第１
のアレイが前記開始ポジションから前記終了ポジションまで移動するにつれて、前記第１
の情報と前記第２の情報とを、複数の所定の点に対して収集し記憶する、請求項７に記載
の方法。
【請求項９】
　前記プラットフォームは固定され、前記収集し記憶するステップは、前記被験デバイス
（１０１）が開始ポジションから終了ポジションまで移動するにつれて、前記第１の情報
と前記第２の情報とを収集し記憶する、請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記処理され較正された第１の情報から、ソース位置情報を抽出するステップを更に含
む、請求項７から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の情報を処理するステップは、有用な周波数レンジ及び有用な第１のアレイポ
ジションを判断することを含む、請求項７から１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
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　前記第１の情報を処理するステップは、距離、大気吸収損失、圧力倍加、及びせん断層
屈折効果のうちの少なくとも１つに対して補正を行うことを含む、請求項７から１１のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の情報を処理するステップは、前記フィルタされた第１の情報が投影され得る
空間を決定することを含む、請求項７から１２のいずれか一項に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、ノイズソース分解に適応開口フェーズドアレイ（ａｄａｐｔａｂｌ
ｅ　ａｐｅｒｔｕｒｅ　ｐｈａｓｅｄ　ａｒｒａｙｓ）を使用するシステム及び方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ノイズ発生の背後にある物理現象を理解するために、ノイズの解析及びノイズソースや
原因の解析が実施されることが多い。例えば、ノイズがどこから来ているのかを特定する
ために、解析が実施され得る。このタイプの解析は、デバイスの試験において実施され得
る。例えば、ジェットエンジンなどの航空機エンジンのノイズデータが収集され得る。
ジェットエンジン内外のいかなるコンポーネントがノイズに寄与しているかを判断するた
めに、収集されたノイズデータが解析され得る。これら種々のコンポーネントは、コンポ
ーネントノイズソースとも称され得る。ジェットエンジンやジェットエンジンによって発
生するジェット排気における、種々の構造物や物理的要素が、様々な周波数で様々なノイ
ズに寄与し得、これらは例えば、ジェットエンジンのダクトや吸気口の種々の表面、及び
高速排気フローを含む。
【０００３】
　ノイズデータを解析するための従来のシステム及び方法は何らかの有益な情報をもたら
すが、複数のフェーズアレイポジションで取得され収集されたフェーズドアレイデータか
ら、ノイズサブコンポーネントスペクトルを抽出し、そのようなデータを任意の利用可能
な関心対象の空間的位置に投影（ｐｒｏｊｅｃｔ）できるものはない。加えて、様々なソ
ース位置の決定に基づいて、周波数及び指向性に対するサブコンポーネントソースの位置
の変動を提供できるものはない。
【０００４】
　従って、上述の従来システム及び方法の欠点を克服するシステム及び方法に対する需要
がある。
【発明の概要】
【０００５】
　一態様によれば、被験デバイスの少なくとも１つの特性を判断するシステムである。音
センサの第１のアレイがプラットフォーム上に設置される。音センサの第２のアレイは、
離間された固定位置に設置された音センサを含む。処理システムは、センサの第１のアレ
イ内の音センサからの第１の情報、及び、音センサの第２のアレイからの第２の情報を処
理する。処理システムは、複数の所定の点に対して、第１の情報及び第２の情報を収集し
記憶し、第１の情報を空間フィルタリングし、フィルタされた第１の情報を、第２の情報
に基づいて処理し次いで較正し、更に、較正された第１の情報を処理して、選択された位
置における特性を取得するように構成される。
【０００６】
　更なる一実施形態で、プラットフォームは、被験デバイスに対する開始ポジションから
、被験デバイスに対する終了ポジションまで可動である。更に、離間された固定位置は、
被験デバイスに対する位置である。最後に、処理システムは更に、音センサの第１のアレ
イが開始ポジションから終了ポジションまで移動するにつれて、複数の所定の点に対して
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、第１の情報及び第２の情報を収集し記憶するように構成される。
【０００７】
　更に別の実施形態で、プラットフォームは固定され、処理システムは、被験デバイスが
開始ポジションから終了ポジションまで移動するにつれて、第１の情報及び第２の情報を
収集し記憶するように構成される。
【０００８】
　処理システムは更に、処理され較正された第１の情報から、ソース位置情報を抽出する
ように構成され得る。第１のアレイは、適応開口プレーナアレイ（ａｄａｐｔａｂｌｅ　
ａｐｅｒｔｕｒｅ　ｐｌａｎａｒ　ａｒｒａｙ）であり得る。第２のアレイは、第２のア
レイ内の各音センサが被験デバイスの近傍に位置する原点から等間隔で離間された、ポー
ラー（ｐｏｌａｒ）アレイであり得る。第１の情報を処理することは、有用な周波数レン
ジ及び有用な第１のアレイポジションを判断することを含み得る。第１の情報を処理する
ことは、距離、大気吸収、圧力倍加（ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｄｏｕｂｌｉｎｇ）、及びせん
断層屈折効果のうちの少なくとも１つに対して補正を行うことを含み得る。第１の情報を
処理することは、フィルタされた第１の情報が投影され得る空間を決定することを含み得
る。第１の情報を処理することは、フィルタされた第１の情報内の各点に対して、ノイズ
ソース指向特性を判断することを含み得る。
【０００９】
　別の態様によれば、被験デバイスの少なくとも１つの特性を決定するための、コンピュ
ータに実装される方法である。第１の情報が、音センサの第１のアレイから収集され記憶
され、第１のアレイはプラットフォーム上に設置される。第２の情報が、音センサの第２
のアレイから収集され記憶され、第２のアレイ内の音センサの各々は、離間された固定位
置に設置され得る。第１の情報及び第２の情報は、複数の所定の点に対して収集され記憶
される。次に、第１の情報が空間フィルタリングされる。フィルタされた第１の情報は、
第２の情報に基づいて処理され較正される。最後に、較正された第１の情報は処理され、
選択された位置における特性が取得される。
【００１０】
　更なる一実施形態で、プラットフォームは、被験デバイスに対する開始ポジションから
、被験デバイスに対する終了ポジションまで可動であり、離間された固定位置は、被験デ
バイスに対する位置である。加えて、音センサの第１のアレイが開始ポジションから終了
ポジションまで移動するにつれて、複数の所定の点に対して、第１の情報及び第２の情報
が収集され記憶される。
【００１１】
　更に別の実施形態で、プラットフォームは固定され、被験デバイスが開始ポジションか
ら終了ポジションまで移動するにつれて、第１の情報及び第２の情報は収集され記憶され
る。
【００１２】
　更なる態様では、音ソースの少なくとも１つの特性を判断するための、コンピュータで
利用可能なプログラムコードを記憶している、非一時的コンピュータ可読記憶媒体である
。ノイズソースに対する開始ポジションからノイズソースに対する終了ポジションまで可
動なプラットフォーム上に設置される、音センサの第１のアレイからの、第１の情報と、
その各々がノイズソースに対する離間された固定位置に設置される、音センサの第２のア
レイからの第２の情報とを、収集し記憶するためのプログラムコードが提供され、第１の
情報及び第２の情報は、音センサの第１のアレイが開始ポジションから終了ポジションま
で移動するにつれて、複数の所定の点に対して、収集され記憶される。プログラムコード
はまた、第１の情報を空間フィルタリングするために提供される。プログラムコードはま
た、フィルタされた第１の情報を、第２の情報に基づいて処理し次いで較正するために提
供される。最後に、プログラムコードは、較正された第１の情報を更に処理して、選択さ
れた位置における特性を取得するために提供される。
【００１３】
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　更なる一実施形態で、プラットフォームは、被験デバイスに対する開始ポジションから
被験デバイスに対する終了ポジションまで可動である。離間された固定位置は、被験デバ
イスに対しする位置である。最後に、収集し記憶するためのプログラムコードはまた、音
センサの第１のアレイが開始ポジションから終了ポジションまで移動するにつれて、複数
の所定の点に対して、第１の情報及び第２の情報を収集し記憶する。
【００１４】
　更に別の実施形態で、プラットフォームは固定され、収集し記憶するためのプログラム
コードはまた、被験デバイスが開始ポジションから終了ポジションまで移動するにつれて
、第１の情報及び第２の情報を収集し記憶する。
【００１５】
　上述の特徴、機能及び利点は、様々な実施形態において独立に実現することが可能であ
り、また別の実施形態において組み合わせることも可能である。これらの実施形態につい
て、以下の説明および添付図面を参照して更に詳細に説明する。
【００１６】
　更に、本開示は下記の条項に従う実施形態を含む。
【００１７】
　条項１
　被験デバイスの少なくとも１つの特性を決定するシステムであって、
　　プラットフォーム上に設置される、音センサの第１のアレイ
　　各々が、離間された固定位置に設置される、音センサの第２のアレイ、及び
　　音センサの第１のアレイ内の音センサからの第１の情報と、音センサの第２のアレイ
からの第２の情報とを処理するための、処理システムであって、第１の情報及び第２の情
報を、複数の所定の点に対して収集し記憶し、フィルタされた第１の情報を作成するため
に、第１の情報を空間フィルタリングし、フィルタされた第１の情報を、第２の情報に基
づいて処理し次いで較正し、選択された位置における特性を取得するために、較正された
第１の情報を更に処理するように構成される、処理システム
を備える、システム。
【００１８】
　条項２
　プラットフォームは、被験デバイスに対する開始ポジションから被験デバイスに対する
終了ポジションまで可動であり、離間された固定位置は被験デバイスに対する位置であり
、処理システムは更に、音センサの第１のアレイが開始ポジションから終了ポジションま
で移動するにつれて、第１の情報と第２の情報とを、複数の所定の点に対して収集し記憶
するように構成される、条項１に記載のシステム。
【００１９】
　条項３
　プラットフォームは固定され、処理システムは、被験デバイスが開始ポジションから終
了ポジションまで移動するにつれて、第１の情報及び第２の情報を収集し記憶するように
構成される、条項１に記載のシステム。
【００２０】
　条項４
　処理システムは更に、処理され較正された第１の情報から、ソース位置情報を抽出する
ように構成され得る、条項１に記載のシステム。
【００２１】
　条項５
　第１のアレイは適応開口アレイである、条項１に記載のシステム。
【００２２】
　条項６
　第２のアレイは、各音センサが被験デバイスの近傍に位置する原点から等間隔で離間さ
れた、ポーラーアレイである、条項２に記載のシステム。
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【００２３】
　条項７
　第１の情報を処理することは、有用な周波数レンジ及び有用な第１のアレイポジション
を決定することを含む、条項１に記載のシステム。
【００２４】
　条項８
　第１の情報を処理することは、距離、大気吸収、圧力倍加、及びせん断層屈折効果、の
うちの少なくとも１つに対して補正を行うことを含む、条項１に記載のシステム。
【００２５】
　条項９
　第１の情報を処理することは、フィルタされた第１の情報が投影され得る空間を決定す
ることを含む、条項１に記載のシステム。
【００２６】
　条項１０
　第１の情報を処理することは、フィルタされた第１の情報内の各点に対して、ノイズソ
ース指向特性を判断することを含む、条項１に記載のシステム。
【００２７】
　条項１１
　被験デバイスの少なくとも１つの特性を決定するための、コンピュータに実装される方
法であって、
　　プラットフォーム上に設置される、音センサの第１のアレイからの第１の情報と、各
々が離間された固定位置に設置される、音センサの第２のアレイからの第２の情報とを、
収集し記憶するステップであって、第１の情報及び第２の情報は、複数の所定の点に対し
て収集され記憶される、ステップ、
　　フィルタされた第１の情報を作成するために、第１の情報を空間フィルタリングする
ステップ、
　　第２の情報に基づいて、フィルタされた第１の情報を処理し次いで較正するステップ
、並びに
　　選択された位置における特性を取得するために、較正された第１の情報更に処理する
ステップ
を含む、方法。
【００２８】
　条項１２
　プラットフォームは、被験デバイスに対する開始ポジションから被験デバイスに対する
終了ポジションまで可動であり、離間された固定位置は被験デバイスに対する位置であり
、収集し記憶するステップは、音センサの第１のアレイが開始ポジションから終了ポジシ
ョンまで移動するにつれて、第１の情報と第２の情報とを、複数の所定の点に対して収集
し記憶する、条項１１に記載の方法。
【００２９】
　条項１３
　プラットフォームは固定され、収集し記憶するステップは、被験デバイスが開始ポジシ
ョンから終了ポジションまで移動するにつれて、第１の情報及び第２の情報を収集し記憶
する、条項１１に記載の方法。
【００３０】
　条項１４
　処理され較正された第１の情報から、ソース位置情報を抽出するステップを更に含む、
条項１１に記載の方法。
【００３１】
　条項１５
　第１の情報を処理するステップは、有用な周波数レンジ及び有用な第１のアレイポジシ
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ョンを判断することを含む、条項１１に記載の方法。
【００３２】
　条項１６
　第１の情報を処理するステップは、距離、大気吸収、圧力倍加、及びせん断層屈折効果
、のうちの少なくとも１つに対して補正を行うステップを含む、条項１１に記載の方法。
【００３３】
　条項１７
　第１の情報を処理するステップは、フィルタされた第１の情報が投影され得る空間を決
定するステップを含む、条項１１に記載の方法。
【００３４】
　条項１８
　音ソースの少なくとも１つの特性を判断するための、コンピュータで利用可能なプログ
ラムコードを記憶している、非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、
　　プラットフォーム上に設置される、音センサの第１のアレイからの第１の情報と、各
々が離間された固定位置に設置される、音センサの第２のアレイからの第２の情報とを、
収集し記憶するためのプログラムコードであって、第１の情報及び第２の情報は、複数の
所定の点に対して収集され記憶される、プログラムコード、
　　フィルタされた第１の情報を作成するために、第１の情報を空間フィルタリングする
ためのプログラムコード、
　　第２の情報に基づいて、フィルタされた第１の情報を処理し次いで較正するためのプ
ログラムコード、並びに
　　選択された位置における特性を取得するために、較正された第１の情報を更に処理す
るためのプログラムコード
を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【００３５】
　条項１９
　プラットフォームは、被験デバイスに対する開始ポジションから被験デバイスに対する
終了ポジションまで可動であり、離間された固定位置は被験デバイスに対する位置であり
、収集し記憶するためのプログラムコードは、音センサの第１のアレイが開始ポジション
から終了ポジションまで移動するにつれて、第１の情報と第２の情報とを、複数の所定の
点に対して収集し記憶する、条項１８に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【００３６】
　条項２０
　プラットフォームは固定され、収集し記憶するためのプログラムコードは、被験デバイ
スが開始ポジションから終了ポジションまで移動するにつれて、第１の情報及び第２の情
報を収集し記憶する、条項１８に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【００３７】
　下記の詳細な説明は、例示目的で提供され、本開示をこれらのみに限定する意図はなく
、添付の図面を組み合わせることにより最もよく理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１Ａ】本開示と組み合わせて使用されるノイズソース試験システムのブロック図であ
る。
【図１Ｂ】本開示と組み合わせて用いられる、図１Ａに示す処理システムのブロック図で
ある。
【図２】本開示と組み合わせて使用されるノイズソース試験システムの構成を示す図であ
る。
【図３】本開示による、現時点で好ましい方法のフロー図である。
【図４Ａ】本開示による現時点で好ましい方法を説明するのに使用される、試験データの
ビームフォームマップである。
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【図４Ｂ】図４Ａに示すデータのデコンボリュージョン（逆畳み込み）後の、未補正デー
タのビームフォームマップである。
【図４Ｃ】図４Ｂに示すビームフォームマップの、データのデコンボリュージョン後の補
正済みデータによるバージョンである。
【図５Ａ】本開示の現時点で好ましい方法による、収集されたデータのための有効な投影
空間を示すのに用いられる、試験環境の俯瞰図である。
【図５Ｂ】本開示の現時点で好ましい方法による、収集されたデータのための有効な投影
空間を示すのに用いられる、試験環境の俯瞰図である。
【図６Ａ】本開示の現時点で好ましい方法による、各グリッド点においてソースレベルが
どのように取得されるかを示すのに使用される、ノイズ指向性チャートである。
【図６Ｂ】本開示の現時点で好ましい方法による、各グリッド点においてソースレベルが
どのように取得されるかを示すのに使用される、ノイズ指向性チャートである。
【図７】図６Ａ及び図６Ｂの両方からの情報を含む、複合ノイズ指向性チャートである。
【図８】本開示の現時点で好ましい方法による、較正されたデータがどのように所望の位
置に投影されるかを示す図である。
【図９】ビームフォームマップ内の３つの異なる区域からのノイズ分布を示すプロットで
ある。
【図１０】補正済みデータを使用した、ビームフォームマップについての周波数に対する
ソース位置の変動を示すプロットである。
【図１１】ビームフォームマップ内の３つの異なる区域についての周波数に対するソース
位置の変動を示すプロットである。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本開示において、全ての図面において類似の参照番号は類似の要素を表し、これら図面
は本開示の様々な例示的実施形態を示す。
【００４０】
　図１Ａを参照すると、被験デバイスサブコンポーネントノイズソースを分離するための
フェーズドアレイ解析に有用な、ノイズ収集及び解析システム１００が示される。
システム１００において、被験デバイス１０１は、音センサのフェーズドアレイ１０２と
音センサのファーフィールド（且つ、例示的実施形態ではポーラー）アレイ１０３との両
方によって検知される、ノイズ（参照番号１０６で示す）を放出する。フェーズドアレイ
１０２及びファーフィールドアレイ１０３は、図３に関連して後述される。処理システム
１０４は、フェーズドアレイ１０２及びファーフィールドアレイ１０３から信号を受信し
、ユーザインターフェース１０５（例えば、キーボード、マウス、及びビデオディスプレ
イ）を介したユーザ制御下で、本明細書に記載の方法に従ってそれら信号を処理する。当
業者が容易に理解するように、処理システム１０４が各音センサからの信号をデジタル化
するか、又は、それら信号がアレイ１０２、１０３でローカルにデジタル化されてデジタ
ル信号として処理システム１０４へ供給され得る。各アレイ１０２、１０３内の音センサ
は、マイクロフォン、ハイドロフォン、レーザセンサ、及び地震計を含むがこれらに限定
されない、音を検知するための任意の適切なセンサであり得る。
【００４１】
　図１Ｂに示すように、処理システム１０４は、アレイ１０２、１０３によって検知され
たノイズ信号を処理するための、従来型のコンピューティングシステムであり得、例えば
、プロセッサ１１０、メモリユニット１１１、ＲＡＭ／ＲＯＭ１１２、入力インターフェ
ース１１３、及び入出力インターフェース１１４を含んでよく、これらはすべてバス１１
５を介して接続され得る。当業者が容易に認識するように、他の多くのコンピュータアー
キテクチャが、図１Ｂに示すアーキテクチャに代わり同等の結果をもたらす。具体的には
、処理システム１０４は、メモリユニット１１１に記憶されて、ＲＡＭ／ＲＯＭ１１２に
記憶されたビルトインオペレーティングシステム（ＢＩＯＳ）を介して起動時にロードさ
れる、オペレーティングシステムのもとで動作する。オペレーティングシステムは、（少
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なくとも部分的に、キーボード、インターフェース、マウスインターフェース、及びビデ
オディスプレイインターフェースで構成され得る）入出力インターフェース１１４を介し
て、ユーザインターフェースを提供し得る。好ましくは、ユーザインターフェースはグラ
フィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）である。オペレーティングシステムは、メモ
リユニット１１１に記憶されたコンピュータプログラムが、ユーザ制御下で実行されるこ
とを可能にする。入力インターフェース１１３は、音センサのフェーズドアレイ１０２と
ファーフィールドアレイ１０３とに接続され、アレイ１０２、１０３内の音センサの各々
で検知された音信号に対応するデジタル信号を生成するために、適切なアナログ－デジタ
ルコンバータを含み得る。上述のように、代替例では、アナログ－デジタル変換は１０２
及び１０３の各アレイでローカルに行われ、入力インターフェースは、代替的に、アナロ
グ信号ではなくデジタル信号を受信するように構成され得る。処理システム１０４は、好
ましくは、メモリユニット１１１に記憶された一又は複数のコンピュータプログラムを含
み、これらはユーザ制御下で、後述する図３の方法を実施する。
【００４２】
　ここで図２を参照すると、試験システムレイアウト２００の俯瞰図が示される。具体的
には、原線２０５の途中に位置決めされた基準点２０１に、被験デバイスのキーポイント
が位置決めされる。被験デバイスのキーポイントは、例えば、航空機エンジンのプライマ
リノズル出口であり得る。フェーズドアレイ１０２は（例えばライン２０６に沿って）可
動であり、（点線２０３で示す５０oの角度の）初期ポジション及び（点線２０４で示す
１５０oの角度の）最終ポジションが、図２に示されている。後述するように、試験中、
フェーズドアレイ１０２がライン２０６に沿って横断するにつれて、ノイズデータが離散
点（例えば、１０oステップ）で収集される。フェーズドアレイ１０２は、垂直プレーナ
アレイ上に設置された複数の音センサからなり、同一出願人による米国特許第８，００９
，５０７Ｂ２号（「５０７特許」）に記載の適応開口プレーナアレイである。フェーズド
アレイ１０２の構成とその動作は「５０７特許」に記載されており、本明細書では繰り返
さない。フェーズドアレイ１０２に設置された音センサは入れ子状パターン（ｎｅｓｔｅ
ｄ　ｐａｔｔｅｒｎ）を有し、各入れ子状アレイのパターン生成は、同一出願人による米
国特許第６，５８３，７６８号に記載されている。ファーフィールドアレイ１０３は一連
の音センサ２１１～２２１からなり、これらの各々は、一実施形態で、基準点２０１から
等距離に、基準点２０１に対して（図２に示すように）５０o～１５０oの角度で位置決め
され得る。プライマリノズル出口が基準点２０１に位置決めされた航空機エンジンによっ
て放出されるノイズの試験時、各音センサは、基準点２０１から２５フィートで位置決め
され得る。代替的実施形態では、ファーフィールドアレイ１０３内の音センサ２１１～２
２１は、例えば、ライン２０６に平行なラインに沿って、或いはその他の正常に動作する
ような（ｗｅｌｌ－ｂｅｈａｖｅｄ）空間曲線に沿った他の構成で位置決めされ得る。別
の代替的実施形態では、フェーズドアレイ１０２内に埋め込まれた音センサが、較正に使
用され得る。図２に示す試験セットアップは、フェーズドアレイ１０２及びファーフィー
ルドアレイ１０３に対して５０o～１５０oの角度レンジを示しているが、このレンジは、
例えば、被験デバイス及び試験に利用可能な空間に応じて増減され得、依然として容認可
能な結果をもたらす。例示的実施形態で、フェーズドアレイ１０２が１０oステップで移
動するにつれ、データは離散点で収集される。また、データは、フェーズドアレイ１０２
と被験デバイスとの間に風洞せん断層が存在し得るオープンジェット施設を含む、様々な
施設で取得され得る。当業者には馴染みのある方法を用いた形態で、せん断層に起因する
音の屈折や減衰に対する適切な補正が適用され得る。更に、幾つかの状況では、フライオ
ーバー（ｆｌｙｏｖｅｒ）試験において起こり得るように、フェーズドアレイ１０２が定
位置に固定され、代わりに被験デバイスが（例えばライン２０５に沿って）移動され得る
。
【００４３】
　「５０７特許」でより詳細に示すように、一実施形態では、フェーズドアレイ１０２は
様々なサイズの４つのサブアレイに分配された４１６個の音センサから構成され得、サブ
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アレイは、関心対象の複数の周波数レンジについて重複するカバレッジを提供する。４つ
のサイズは、スモール（Ｓ）、ミディアム（Ｍ）、ラージ（Ｌ）、及びエクストララージ
（ＸＬ）とも称され、これらのベースラインサブアレイはそれぞれ、１７０、１９９、１
１０、及び１７０個の音センサを含み得る。水平／垂直サブアレイ開口は、概ね、１２イ
ンチ×９インチ（Ｓ）、２６．２インチ×１９．８インチ（Ｍ）、５７．６インチ×４３
．６インチ（Ｌ）、及び１２６インチ×９５．６インチ（ＸＬ）のサイズであり得る。ア
レイによって対応可能な忠実度で測定を行うのに求められる、音センサの総計を減らすた
めに、様々なサブアレイ間の音センサの共有が利用され得る。
【００４４】
　ここで図３を参照すると、本開示の方法を実施するためのフローチャート３００が示さ
れる。まずステップ３０１で、上述のように、ノイズ試験中、フェーズドアレイ１０２の
各位置に対して、すべての各音センサでデータが収集される。具体的には、「５０７特許
」により詳細に記載されているように、一実施形態で、フェーズドアレイ１０２が離散的
ステップで移動される。例えば、第１の位置（例えば基準点２０１に対して５０oの位置
）から、第２の位置（例えば基準点２０１に対して１５０oの位置）まで１０oステップで
移動される（図２に示すように、典型的には、角度はフェーズドアレイ１０２の中心に対
して測定される）。データはメモリに記憶され、フェーズドアレイ１０２内の音センサか
らのデータは、まず時系列（ｔｉｍｅ　ｓｅｒｉｅｓ）として記憶され、次いでクロスス
ペクトルマトリクス（ＣＳＭ）へと処理されて記憶される。別の実施形態で（例えばフラ
イオーバー試験において）、被験デバイスがフェーズドアレイ１０２に対して湾曲した経
路に沿って移動する間、フェーズドアレイ１０２及び音センサ２１１～２２１は固定的に
保持される。
【００４５】
　ステップ３０２で、所与の構成、条件、及びフェーズドアレイ位置に対して、従来型の
周波数ドメイン遅延及び加算ビームフォーミング（空間フィルタリング）が各フェーズド
アレイデータＣＳＭに適用される。フライオーバー試験に対しては、移動しているソース
を考慮するために、逆ドップラー変換（ＤｅＤｏｐｐｌｅｒｉｚａｔｉｏｎ）を伴う時間
ドメイン遅延及び加算ビームフォーミングが使用される。図４Ａは、静止した被験デバイ
スについての、２１ｋＨｚ（モデルスケール周波数）におけるθ＝９０oのフェーズドア
レイ位置に対する、従来型ビームフォーミングマップ４００のサンプルを示す。マップ４
００は、ノズル４０４の出口における明確に画定されたノイズソース領域４０１と、２つ
の下流ノイズソース４０２、４０３を示す。マップ４００は、生の未補正のノイズソース
マップデータ（即ち、フェーズドアレイ１０２において見られるレベルであって特定のノ
イズソースにおける実際のレベルではなく、且つ距離や大気吸収に対する補正がされてい
ない）を示す。参照番号４０５（「＋」印）は、マップ４００における、ピークレベルが
発生する位置を表す。このピークレベルは最下流ノイズソースに関連付けられる。上流ノ
ズル出口領域におけるピークレベルは、最大ピークレベルよりも０．０７ｄＢのみ低い。
これは、マップ４００における最大ピークレベルに基づいてソース位置が測定される場合
、上流ノイズソースと下流ノイズソースとの間でわずかでもレベルが動揺する場合、周波
数に対して、ピークソース位置の非常に広い偏位があり得るということを意味する。
【００４６】
　次に、ステップ３０３で、適切な方法を用いて従来型ビームフォーミングデータがデコ
ンボリュージョン（逆畳み込み）される。当業者が容易に認識するように、この処理には
幾つかの従来型デコンボリュージョン方法が利用可能である。図４Ｂは、処理のためにマ
ップピークを下回る９ｄＢのカットオフ閾値に基づく、デコンボリュージョンされたビー
ムフォーミングデータを示す。図４Ｂから明らかなように、図４Ａに見られるノイズサブ
コンポーネント領域が、参照番号４０６、４０７、４０８に示すように、ここで明確に分
離されている。ピークノイズレベル（参照番号４０６）がノズル４０４出口近くに位置す
ることに留意されたい。後述のように、この周波数は、支配的なノイズソースの遷移が、
下流（ノイズソース）支配から上流（ノズル出口）支配となるまでの、周波数レンジ内に
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ある。
【００４７】
　ステップ３０４で、各フェーズドアレイサブアレイに対する有用な周波数レンジ及び放
出角が算出される。フェーズドアレイは、特定のより低い周波数未満では不十分な空間分
解能を有し得る一方、特定のより高い周波数を上回る周波数では、アレイ間の相関除去効
果（ｄｅｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　ｅｆｆｅｃｔｓ）によって及び／又はノイズソース指
向性効果によって、アレイデータの品質は劣化し始め且つ劣化し続け得る。実際、有用な
周波数レンジ及び放出角は、ビームフォームマップのノイズソースが十分に測定され（明
確に位置特定され）、且つ、アレイ処理によって生ずるノイズに関連しない不自然な結果
をマップが含まないような、周波数及び角度で構成される。解析に用いる有用なレンジの
選択において、特定の解析においてすべての角度に亘り使用するために、周波数の同じ組
が要求され得る。これは、角度パラメータ及び周波数パラメータ間のトレードオフに繋が
る。ある解析において最大周波数カバレッジが必要である場合、ユーザは角度レンジを絞
り込む（ｄｏｗｎ－ｓｅｌｅｃｔ）必要があり得る。一方、ある解析において最大角度カ
バレッジが望ましい場合、特定のアレイに対して周波数レンジを減らす必要があり得る。
【００４８】
　ステップ３０５で、少なくとも距離、大気吸収損失、圧力倍加、及びせん断層屈折効果
に対する補正が、デコンボリュージョンされたデータに適用され得る。上述のように、図
４Ａ及び４Ｂに示すビームフォームマップデータは、フェーズドアレイ１０２において測
定されたレベルで構成され、これらの測定されたレベルには、フェーズドアレイ１０２の
プレート面における、距離、大気吸収損失、圧力倍加又はせん断層屈折効果に対する補正
がなされていない。具体的には、ステップ３０５で、１フィート無損失値へと距離が補正
される。図４Ｃは、ステップ３０５における補正後の図４Ｂレベルを示す。補正後、好ま
しくは、適切なフェーズドアレイ周波数ビンを合計することによって、狭帯域データが１
／３オクターブ帯域レベルに下げられるが、他の帯域の決定（即ち１／ｎオクターブ帯域
又は狭帯域）が正規化用に選択され得ることを、当業者は容易に認識するであろう。
【００４９】
　次にステップ３０６で、ノイズサブコンポーネントデータが較正されて投影され得る空
間が決定される。これには、全周波数に亘る最下流及び最上流ソース位置を決定するため
に、補正済みノイズマップデータをスキャンすることが要求される。図 ５Ａは、５０oか
ら１５０oに及ぶ、ファーフィールドアレイ１０３内の音センサ２１１～２２１の、試験
施設内の位置の俯瞰概略図５００、並びに、６０o（参照番号５１２）から１５０o（参照
番号５１３）に及ぶ、フェーズドアレイ１０２の中心位置を示す。線５１５は、フェーズ
ドアレイ１０２のすべての角度及び周波数に亘りノイズソースが存在する、全レンジを表
す。図示のように、最下流ソース５１６は約ｘ＝１４５インチである。線５１８は、ソー
ス５１６を、最上流フェーズドアレイ位置５１２に接続する。線５１８は、図２の５０o
点を用いるとファーフィールドアレイ１０２の範囲外（即ち音センサ２１１のあまりにも
上流）に伸び得るので、図２に示す５０o点ではなく位置５１２が最上流位置である。同
様に、線５１９はソース５１６を、最下流フェーズドアレイ位置５１３に接続する。従っ
て、（フェーズドアレイ角度に対する）ソース５１６におけるソースレベルは、線５１８
、５１９によって境界付けられた内角に亘ってのみ測定される。同様に、線５２０、５２
１は、最上流ソース５１７におけるソースレベルが測定され得る境界を表す。これら２つ
の組に含まれる角度レンジの重なり部分は、図５Ｂの影付き領域５３０で示される。従っ
て、領域５３０は、ソース５１６とソース５１７との間にあるすべてのソース点がすべて
のフェーズドアレイ位置によって完全に測定される空間を画定する。この領域５３０の外
側で、ソース５１６とソース５１７との間のノイズレベルは、部分的にのみ（即ち不完全
に）測定され得るか、或いは全く測定されず、従って、それらの解析用の利用を除外する
。領域５３０は、フェーズドアレイデータが投影され得る位置に対応し、フェーズドアレ
イ１０２からのデータの較正に音センサ２１１～２２１の何れが使用され得るかを特定す
る。即ち、領域５３０内の音センサ、即ち音センサ２１３～２２０のみが使用され得る。
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【００５０】
　ステップ３０７で、ノイズソースの指向性は、各周波数についてビームフォーミンググ
リッド上の各点で抽出される。図６Ａは、フェーズドアレイ信号レベルの抽出に繋がる重
要な特徴を示す、試験施設６００の俯瞰プロットである。図６Ａは、５０°から１５０°
の、ポーラーアレイ１０３内の音センサ２１１～２２１に対する位置、延長されたノイズ
ソースを伴うビームフォームマップ６１０、及び、被験ノズルの輪郭４０４を含む（ビー
ムフォームマップ６１０は例示目的で故意に拡大されている）。５０°～１５０°のフェ
ーズドアレイ測定位置６２１～６３１における、フェーズドアレイ１０２の位置も示され
、長方形６３２、６３３、６３４は、それぞれ５０°、９０°、及び１５０°のフェーズ
ドアレイ位置におけるフェーズドアレイ１０２のポジションを示している。ポーラーアレ
イ１０３及びフェーズドアレイ１０２の共通の原点６４０は、ノズル中心線６１６上の、
ノズル４０４のプライマリノズル出口にある。音線（ｒａｙ）６６１は、グリッド点６４
１から５０°のフェーズドアレイ６３２の位置６２１を通って伝播し、中心線６１６に対
して角度β６５０をなす。角度β６５０は、グリッド点６４１がポーラーアレイ原点６４
０から下流にずれているので、５０°の測定値を有さない。音線６６１に沿ったノイズレ
ベルは、ポーラープロット（極座標プロット）のドット６７１で示されている。このレベ
ルは、フェーズドアレイ１０２によって測定されたレベルに対応する。ステップ３０７中
、すべてのフェーズドアレイポジションに亘りこの処理が繰り返され、破線曲線６７５に
示すように、関心対象のグリッド点におけるノイズ指向性が測定される。
【００５１】
　図６Ｂは図６Ａと同等の図像を示すが、グリッド点６８５がビームフォームマップ６１
０内の更に下流に位置している。この場合、指向性は（破線曲線６８０に示すように）、
フェーズドアレイ１０２の位置の大部分に亘り密にサンプリングされているが、１３０°
、１４０°、及び１５０°のフェーズドアレイ位置６２９、６３０、６３１の測定で大幅
に疎になっており、フェーズドアレイ測定値が、等角度ではなく、アレイの横断方向に沿
って等間隔で、取得されるべきであることを示唆している。ノイズレベルを種々の空間的
位置に投影する際、ノイズレベル指向性曲線の補間が用いられるので、このことは重要で
ある。
【００５２】
　ステップ３０８で、各グリッド点における周波数データは、ポーラーアレイ１０３の音
センサ２１１～２２１からの対応する周波数データを用いて較正される。典型的には、フ
ェーズドアレイ周波数データの内容は、狭帯域又は１／ｎオクターブ帯域であることに留
意されたい。フェーズドアレイデータの従来型ビームフォーミングの標準的な実施は、ク
ロススペクトルマトリクス（ＣＳＭ）の対角成分を、ＣＳＭの各列に亘った平均値で置換
すること、或いはそれらの対角成分を消去することによって行うが典型的である。これら
の方法でのＣＳＭ対角成分の置換は、ビームフォームマップ内のノイズソース位置特定ク
オリティを大幅に改善する。しかしながら、この修正は、結果としてデータ内のエネルギ
ーバランスの変更をもたらす。即ち、従来のビームフォーミング出力レベルが影響を受け
る。この影響やその他のアレイ処理による影響によって、フェーズドアレイデータは、ノ
イズソースレベルの正確な投影を可能にするために、較正されねばならない。較正は、ポ
ーラーマイクロフォンスペクトルを用いて達成される。図７は図６Ａ及び６Ｂの複合であ
り、ステップ３０７で生成されたポーラープロット曲線６７５、６８０を示す。ビームフ
ォームマップ６１０に示すノイズレベルの輪郭が、試験環境内のすべてのノイズソースを
含む（即ち、ビームフォーミンググリッド外には有意義なノイズソースがない）との仮定
に基づいて、ポーラーアレイ１０３内の所与の音センサ、例えば音センサ２１４に対して
、上流グリッド点６４１におけるノイズソースは音線経路７２０に沿って音センサ２１４
へ伝播する。音線経路７２０は、測定された点（点７２１及び点７２２）間でノイズ指向
性曲線６７５を通過する。グリッド点６４１におけるノイズレベルを音センサ２１４に投
影するためには、ノイズレベルが（点７０５での投影レベル値を取得するために）指向性
曲線６７５を用いて補間される必要がある。次いで、距離及び大気吸収に対する補正を適
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用することにより、この補間された値が音センサ２１４に投影される。同様に、下流グリ
ッド点６８５において、位置６８５におけるノイズソースは、音線７３０に沿って音セン
サ２１４に投影し、ノイズレベル投影を目的として、同じように測定点（点７３１及び７
３２）から点７１０への補間を要する。次いで、これら２つのグリッド点６４１、６８５
から音センサ２１４で測定されたレベルのトータルノイズ寄与を得るために、これらのグ
リッド点６４１、６８５からの投影されたレベルが加算される。この補間、投影及び加算
処理は、残ったすべてのグリッド点に対して繰り返され、従って、すべてのグリッド点か
らの音センサ２１４へのトータルノイズ寄与が計算される。理論上、トータル（加算され
た）値は、関心対象の周波数において音センサ２１４によって測定されたスペクトルレベ
ルと、完全に等しい。しかしながら、実際には、ＣＳＭの対角成分の修正やアレイ処理効
果によって、必ずしもそうではない。従って、較正値は、音センサ２１４における実際の
レベルと、複数のグリッド点におけるフェーズドアレイレベルの音センサ２１４への投影
から得られた加算されたレベルとの間の、差分として定義されねばならない。次いで、こ
の較正値は、ビームフォームマップ６１０内のすべてのグリッドスペクトル値に、グリッ
ド点を音センサ２１４に接続している音線経路の逆方向（例えば線７２０、７３０）に沿
って、直接的に逆適用される。この処理により、図７の各ポーラープロット７６０、７７
０のドット７４０、７５０で示す、較正された指向性レベルが得られる。この処理は、音
センサ２１１～２２１のうちの、（ステップ３０６で決定された）すべての有効な音セン
サに対して（図５Ｂは、音センサ２１３～２２０のみが有効データを有することを示す）
繰り返され、各グリッド点における較正済みノイズレベルの完全な組が得られる。利便性
のため、適切な大気吸収補正及び距離補正を適用することにより、較正済みレベルは１フ
ィート無損失距離まで補正されることが好ましい。このような補正を適用することにより
、ステップ３０６で決定されるように、有効投影空間の制約に依存して、較正済みノイズ
レベルを任意の所望の空間的位置に投影しやすくなる。
【００５３】
　ステップ３０９で、較正済みデータが所望の位置に投影される。較正済みデータを投影
する処理は、図８に示すように、先述した較正工程と類似する。図８で、点８００は所望
の投影点を示す。上流グリッド点６４１における較正済みの１フィート無損失指向性デー
タ（曲線８１０から得られる）が用いられて、音線８３０が曲線８１０を横切る点に対応
する、補間値が取得される。音線８３０はグリッド点６４１から点８００まで投影し、大
気吸収損失及び距離に対してそのレベルが補正されている。同様に、下流グリッド点６８
５における較正済みの１フィート無損失指向性データ（曲線８２０から得られる）が用い
られて、音線８３５が曲線８２０を横切る点に対応する、補間値が取得される。音線８３
０はグリッド点６８５から点８００まで投影し、大気吸収損失及び距離に対してそのレベ
ルが補正されている。この処理は、ビームフォームマップ６１０内の残ったすべてのグリ
ッド点に対して適用され、すべてのそのようなグリッド点からの投影されたレベルの完全
な組がもたらされ、次いでこれらは加算されて、点８００におけるトータルノイズレベル
が計算される。
【００５４】
　ノイズソース解析において特に関心が高いのは、様々なサブコンポーネント領域の、ノ
イズレベル全体に対する寄与レベルの判断である。図９のビームフォームマップ６１０か
ら、この特定の周波数において、ゾーン１（９０５）、ゾーン２（９１０）、及びゾーン
３（９１５）で示す３つの顕著なノイズソースが存在することに留意されたい。ゾーン１
（９０５）は、ノズル出口付近のノイズに対応し、高周波数において支配的であることが
分かる一方、ゾーン２（９１０）及びゾーン３（９１５）は、例えば低周波数で支配的な
ジェット混合ノイズを含む、残りの（下流）ノイズソースを捕捉している。これらの各ゾ
ーンからのノイズレベルを、９０oポーラーアレイ音センサの位置に（別個に）投影する
ことが望ましい。各ゾーン９０５、９１０、９１５からのノイズ寄与の判断は、トータル
レベルを判断するための上述と同じ工程に従うが、所与のゾーン内からのみレベルを投影
する。得られたスペクトルが、図９のラインプロット９００に示される。曲線９２０はト
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ータル投影レベルに対応し、フェーズドアレイ１０２のレベルがポーラーアレイ１０３の
レベルに較正されたので、トータル投影レベルはデフォルトではポーラーアレイ１０３レ
ベルと同じである。ゾーン１（９０５）のノズルレベル（サブコンポーネントスペクトル
）は図９の曲線９０６に対応し、まず帯域４３で測定可能であり、帯域４５まで連続的に
レベルが増加し、これを超えるとこれらは本質的にトータルレベルと同じである（即ち、
ノズルノイズソースは帯域４５で始まるノイズフィールドを完全に支配する）。このノイ
ズフィールドの下流端で、ゾーン３（９１５）のノズルレベル（サブコンポーネントスペ
クトル）は曲線９１６に対応し、これは、完全に帯域４０及び４１に対してノイズ寄与を
支配し、次いで、ノイズソースの影響がゾーン２（９１０）内で増大することに初期には
起因して、（トータルに対する寄与という意味において）連続的に減少する（ゾーン２の
ノズルレベル（サブコンポーネントスペクトル）は帯域４３においてピーク寄与を有する
曲線９１１に対応する）。図９は、３つのゾーン９０５、９１０、９１５におけるノイズ
ソースに起因して、ノイズ寄与のバランスが周波数に対してどのように変動するかを明確
に示し、各ノイズソースが支配する周波数を捕捉している。
【００５５】
　ステップ３１０で、ユーザが決定したゾーンに対してソース位置が抽出される。ノイズ
サブコンポーネントレベルを種々の空間的位置に投影できることに加え、支配的ノイズソ
ースの位置がどのように空間的に変動するかを知ることに対する需要がある。図１０は、
ビームフォームマップ６１０について周波数に対するソース位置の変動を示すプロット１
０００を含む。水平軸が、コアノズル出口位置（ｘｃｏｒｅ）からの距離（ｘ）及びファ
ンノズル出口径（Ｄｆａｎ）に関して正規化されていることに留意されたい。ソース位置
の決定には様々なオプションが利用可能である。１つの決定は、ノイズマップ上の（所与
の周波数における）最高レベルが発生する位置を決定することであり、最高レベルが発生
する位置は、即ち、対周波数のピークレベル位置（グローバルピーク）である。これはプ
ロット１０００内の曲線１０１０で示されている。より低い周波数では、支配的ノイズソ
ースは、プライマリノズル出口からの約５ファンノズル径、下流であり、高周波数の支配
的ノイズソースは、プライマリノズル出口のすぐ下流に集中している。曲線１０１０にお
いて帯域４４で明確な遷移が発生しており、この下では下流ノイズソースが支配し、これ
より上ではノズル出口ソースが支配している。しかしながら、支配的ソース位置の決定に
グローバルピークを利用することは、他のノイズソース及びそれらのソース位置算出に対
する影響の可能性を考慮していない。この問題に対処するために、第１の代替的ソース位
置の決定はむしろ、ノイズソースが存在するすべての位置の平均値を算出する（この場合
、レベルが閾値を超えるグリッド点を決定するために、閾値レベルはマップ内のピークレ
ベル未満に設定される）。従って、この決定は、すべてのノイズソースの空間分布を考慮
している。このような計算の結果は図１０の曲線１０２０で示されている。第２の代替的
なソース位置の決定は、代わって、加重平均を算出することからなり、ここで重み付けの
ために、各グリッド点におけるノイズレベルが用いられる。これは図１０の曲線１０３０
で示されている。まず気づくことは、空間平均（曲線１０２０）及び加重平均（曲線１０
３０）による決定が、ソース位置対周波数の計算と、比較的類似した計算をもたらすこと
である（差分はファンの直径の約半分まで変動するとしても、これはフライトに対するソ
ース位置の投影に関しては小さい差分であると見なされる）。空間平均／加重平均に基づ
く計算（曲線１０２０及び曲線１０３０）とグローバルピークレベルに基づく計算（曲線
１０１０）との間では、ソース位置にファンの直径の幾つか分程度の大きな差があり、こ
れは有意であって、フライトに対するソース位置の投影における大きなエラーに繋がり得
る。
【００５６】
　ソース位置の算出は、上記の３つのゾーンに解析を限定することにより、更に精緻化さ
れ得る。ビームフォームマップ６１０からの較正済みデータに基づいたこのような解析の
結果は、図１１のプロット１１００で示されている。プロット１１００は、図１０の加重
平均算出曲線１０３０を含む。各ゾーンは各々、ピーク曲線１１１０ａ、１１１０ｂ、１
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１１０ｃ、空間平均曲線１１２０ａ、１１２０ｂ、１１２０ｃ、及び、加重平均曲線１１
３０ａ、１１３０ｂ、１１３０ｃを含む。完全なマップを考慮する場合、別個のゾーンに
減縮することにより、そうでない場合よりも広い周波数レンジに亘るソース位置データが
取得できる。例えば、図１０で、下流ソース位置は、帯域４４及びそれを上回る帯域に対
するノズルノイズソースの支配に起因して、帯域４３のみに伸びる。しかしながら、特定
のゾーンに計算を限定することにより、下流ノイズソース、ゾーン３（９１５）は、図１
１の帯域４４を上回って伸びていることが見て取れる。同様に、ノズルノイズソース、ゾ
ーン１（９０５）が更に低い周波数に伸びるように、図１１で見て取れる。ゾーン２（９
１０）のソースの中間的な影響も図１１で明らかである。ピーク又はソース位置を用いる
代わりに、ゾーンを区分けすることにより、個々のソースの各々が有意な寄与を有する（
或いは、識別可能なノイズソースとして存在する）、全周波数レンジが見て取れる。
【００５７】
　本開示は、好ましい実施形態及びそれらの様々な態様を参照して具体的に示され記載さ
れているが、様々な変更や修正が、本開示の精神及び範囲を逸脱することなくなされ得る
ということが、当業者には理解されるであろう。添付の特許請求の範囲は、本明細書に記
載の実施形態、上述の代替例、及びそれらの等価物を含むものと解釈されるように意図さ
れる。
【符号の説明】
【００５８】
　　１００　　システム
　　１０２　　フェーズドアレイ
　　１０４　　処理システム
　　１０６　　ノイズ
　　１１５　　バス
　　２００　　試験システムレイアウト
　　２０１　　基準点
　　２１１、２１２、２１３、２１４、２１５、２１６、２１７、２１８、２１９、２２
０、２２１　　音センサ
　　３００　　フローチャート
　　４００　　ビームフォーミングマップ
　　４０１　　ノイズソース領域
　　４０２、４０３　　下流ノイズソース
　　４０４　　ノズル
　　４０６　　ピークノイズレベル
　　５１６　　最下流ソース
　　５１７　　最上流ソース
　　６１０　　ビームフォームマップ
　　６１６　　ノズル中心線
　　６２１、６２２、６２３、６２４、６２５、６２６、６２７、６２８、６２９、６３
０、６３１　　フェーズドアレイ測定位置
　　６４０　　原点
　　６５０　　角度β
　　６６１、７３０　　音線
　　７６０、７７０　　ポーラープロット
　　８３０　　音線
　　９００　　ラインプロット
　　９０５　　ゾーン１
　　９１０　　ゾーン２
　　９１５　　ゾーン３
　　１０００　　プロット
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　　１１００　　プロット
　　１１１０ａ、１１１０ｂ、１１１０ｃ　　ピーク曲線
　　１１２０ａ、１１２０ｂ、１１２０ｃ　　空間平均曲線
　　１１３０ａ、１１３０ｂ、１１３０ｃ　　加重平均曲線

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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